
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（R4.3改訂版）」
からの抜粋

国土交通省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認さ
れたａからｋまでの工作物、経済産業省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用
されていないことが確認されたｌ及びｍの工作物、農林水産省による用途や仕様の確認、調
査結果から石綿が使用されていないことが確認されたｆ及びｎの工作物並びに防衛装備庁に
よる用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたｏの船舶の
解体・改修等の作業。


